
資料４   

 

 

 

令和４年度 

身体障害者福祉専門分科会の審査状況について 

（保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課） 

 



- 1 -

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課

令和４年度身体障害者福祉専門分科会審査部会審査状況

１ 身体障害者福祉法に基づく医師の指定に係る審査

審査回数 計 １２回

審査件数 計 １００件

うち指定件数 計 １００件（実人数９６名）

※指定件数と実人数との差は、複数の診療科で指定を受けている医師がいるため。

２ 障害者総合支援法に基づく自立支援医療（育成医療・更生医療）機関の指定等に

係る審査

審査回数 計 ６回

審査件数 計 １６件

うち指定件数 計 １６件

３ 身体障害者手帳交付に係る障害程度の審査

審査回数 計 １２回

審査件数 延べ ２１６件（実審査件数 ２１６件）

＜実審査件数の内訳＞

手帳交付非該当の判定 計 １８５件
医師の意見どおりの判定 計 １１件
その他の等級として判定 計 ２０件

計 ２１６件

４ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定等処分に対する不服申立てに関する審査

審査回数 計 １回

審査件数 延べ １件 （実審査件数 １件）

・障害児福祉手当

原処分取消 ０件

棄 却 ０件

次年度以降継続審査 ０件

・特別障害者手当

原処分取消 ０件

棄 却 １件

次年度以降継続審査 ０件



１　身体障害者福祉法に基づく医師の指定に係る審査

審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数

眼 科 2 2 1 1

耳 鼻 咽 喉 科

神 経 内 科 1 1 1 1

気 管 食 道 科

形 成 外 科 1 1 1 1

整 形 外 科 2 2 1 1 1 1

外 科 2 2 3 3 1 1 2 2

内 科 4 4 14 14 2 2 9 9 4 4 1 1

小 児 科 2 2 1 1

呼 吸 器 科

脳 神 経 外 科 1 1 3 3

呼 吸 器 内 科 1 1

呼 吸 器 外 科

小 児 外 科

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 科 1 1 2 2

循 環 器 科

心 臓 血 管 外 科

泌 尿 器 科 1 1

消化器科又は胃腸科 3 3

消 化 器 内 科 1 1 2 2

消 化 器 外 科

リ ウ マ チ 科

循 環 器 内 科

腎 臓 内 科
人 工 透 析 内 科

産 婦 人 科 1 1

歯 科

合　　計 9 9 26 26 8 8 16 16 12 12 1 1

（実人数合計） (9) (9) (24) (24) (8) (8) (15) (15) (11) (11) (1) (1)

審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数

眼 科 1 1 1 1 5 5

耳 鼻 咽 喉 科 0 0

神 経 内 科 1 1 3 3

気 管 食 道 科 0 0

形 成 外 科 2 2

整 形 外 科 1 1 1 1 1 1 7 7

外 科 1 1 9 9

内 科 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 44 44

小 児 科 2 2 1 1 1 1 7 7

呼 吸 器 科 1 1 1 1

脳 神 経 外 科 4 4

呼 吸 器 内 科 1 1

呼 吸 器 外 科 0 0

小 児 外 科 0 0

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 科 3 3

循 環 器 科 0 0

心 臓 血 管 外 科 2 2 2 2

泌 尿 器 科 1 1

消化器科又は胃腸科 3 3

消 化 器 内 科 1 1 4 4

消 化 器 外 科 0 0

リ ウ マ チ 科 0 0

循 環 器 内 科 1 1 1 1 2 2

腎 臓 内 科
人 工 透 析 内 科 0 0

産 婦 人 科 1 1 2 2

歯 科 0 0

合　　計 8 8 3 3 4 4 1 1 6 6 6 6 100 100

（実人数合計） (8) (8) (3) (3) (4) (4) (1) (1) (6) (6) (6) (6) (96) (96)

指定件数

諮問　令和５年２月10日

合計第  １2  回

答申　令和５年３月17日答申　令和５年２月20日 審査件数

第  １１  回

諮問　令和５年３月14日

第  １０  回

答申　令和４年９月27日

第  ５  回 第  ６  回

諮問  令和４年８月18日

答申　令和４年８月5日答申　令和４年４月22日

第  ３  回

答申　令和４年６月21日 答申　令和４年７月20日

諮問  令和４年７月15日

第  １  回 第  ２  回 第  ４  回

答申　令和４年10月19日

第  ９  回

諮問  令和４年５月20日 諮問  令和４年９月15日諮問  令和４年６月17日

答申　令和４年５月24日

第  ８  回

諮問　令和４年10月18日

第  ７  回

諮問  令和４年４月19日

答申　令和４年11月17日

諮問　令和４年11月15日 諮問　令和４年12月12日 諮問　令和５年１月16日

答申　令和４年12月20日 答申　令和５年１月20日
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身体障害者福祉法に基づく医師の指定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考〉 

身体障害者福祉法 

 第１５条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地（居

住地を有しないときは、その現在地）の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請すること

ができる。（略） 

２ 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、

かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第７条第１項に規定する社会福祉に関する審議会そ

の他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

  

医師・歯科医師 

道立心身障害者総合相談所 

本 庁 

（障がい者保健福祉課） 

医師・歯科医師 

北海道社会福祉審議会 

（身体障害者福祉専門分科会審査部会） 

①（同意書・経歴書・医師免許の写し） 

⑧通知 

受付 

⑥通知 

⑤指定 

③諮問 

（法 15条第 2項） 

④答申 

②進達 

市町村 

⑦通知 
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身体障害者福祉法第１５条に規定する医師の指定要件 

 

１ 法第１５条指定医師 

  法第１５条第２項に基づき知事が定める医師の指定は、「身体障害者福祉法施行規則第３条 

第１項の規定による医師の指定基準」（昭和２９年５月２８日厚生省告示第１４０号）、「身

体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」（平成２１年１２月

２４日障発１２２４第３号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）、「聴覚障害に係

る指定医の専門性の向上について」（平成２７年１月２９日障企発０１２９第２号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知）、「身体障害者福祉法第１５条第２項の規定に基

づく医師の指定にかかる資格要件について」（昭和６２年５月２５日福祉第３７３号北海道民

生部長通知）に定める基準による。 

２ 歯科医師 

  口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の指定は、「口唇・口蓋 

裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の指定について」（平成１６年６月４

日障福第４６１号北海道保健福祉部長通知）により法第１５条指定医師の指定に準じることと

する。 

 

表１ 関係規程の指定要件 

関係規程 主な要件 

法

第

１

５

条

指

定

医

師 

身体障害者手帳に係る交付手続

き及び医師の指定に関する取扱

いについて（平成２１年１２月

２４日障発１２２４第３号厚生

労働省社会・援護局障害保健福

祉部長通知） 

① 対象となる障害の医療に関係のある診療科名を標榜している

病院又は診療所において診療に従事し、かつ、その診断に関す

る相当の学識経験を有する医師であること 

② 対象となる障害の医療に関係のある診療科名は、医療法施行

令第３条の２に規定された診療科であり、その診療科名及び留

意点を例示すると、表２のとおりであること。 

③ 医籍登録日、担当しようとする障害分野、職歴、主たる研究 

歴と業績等を審査し、専門性を確保すること。 

聴覚障害に係る指定医の専門性

の向上について（平成２７年１

月２９日障企発第０１２９第２

号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部企画課長通知） 

① 聴覚障害に係る法第１５条第１項に規定する医師について

は、原則として、耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医（以

下、「専門医」という。）を指定すること。 

② 地域の実情等により専門医ではない耳鼻咽喉科の医師又は耳

鼻咽喉科以外の医師を指定する場合は、聴力測定技術等に関す

る講習会の受講を推奨するなど専門性の向上に努める。 

身体障害者福祉法第１５条第２

項の規定に基づく医師の指定に

係る資格要件について（昭和６

２年５月２５日福祉第３７３号

北海道民生部長通知） 

医師の指定申請は、医師免許証取得後５年の医師経験を有する者

であること 

歯

科

医

師 

口唇・口蓋裂後遺症等によるそ

しゃく機能の障害に関する歯科

医師の指定について（平成１６

年６月４日障福第４６１号北海

道保健福祉部長通知） 

① 指定手続きは、法第１５条指定医師に準じること 

② 資格要件は、歯科医師免許取得後５年の歯科医師経験を有す

る者であること 
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表２ 対象となる障害に関係のある診療科名及び留意点の例示

視 聴 平 音 そ 肢 心 じ 呼 ぼ 小 ヒ 肝
障害種別 覚 覚 衡 声 し 体 臓 ん 吸 う直 腸 トに 臓

障 障 機 ・ ゃ 不 機 臓 器 こ腸 機 免よ 機
害 害 能 言 く 自 能 機 機 う機 能 疫る 能

障 語 機 由 障 能 能 又能 障 不免 障
害 機 能 害 障 障 は障 害 全疫 害

能 障 害 害 害 ウ機
障 害 イ能
害 ル障

診療科名 ス害
※１ ※２ ※３

眼 科 、 小 児 眼 科 ○

耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科 ○ ○ ○ ○

気管食道・耳鼻いんこう科 ○ ○ ○ ○

神 経 内 科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

脳 神 経 外 科 ○ ○ ○ ○ ○

気管食道内科、気管食道外科 ○ ○ ○

形 成 外 科 ○ ○ ○

整 形 外 科 ○

内 科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小 児 科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

外 科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小 児 外 科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リハビリテーション科 ○ ○ ○ ○ ○ ○

リ ウ マ チ 科 ○

循 環 器 内 科 ○ ○

心臓内科、心臓外科 ○

心 臓 血 管 外 科 ○

胸 部 外 科 ○ ○

腎臓内科、人工透析内科 ○

移 植 外 科 ○ ○

泌尿器科、小児泌尿器科 ○ ○

呼 吸 器 内 科 ○ ○

呼 吸 器 外 科 ○

消化器内科、消化器外科 ○ ○ ○

腹 部 外 科 ○ ○

胃 腸 内 科 ○

肝臓内科、肝臓外科 ○

血液内科、感染症内科 ○

産 婦 人 科 ○ ○
（婦人科）

気 管 食 道 科 ○ ○ ○

循 環 器 科 ○ ○

呼 吸 器 科 ○ ○

消 化 器 科 、 胃 腸 科 ○ ○

(神経科、理学診療科、放射線科) ○

( 麻 酔 科 ) ○

※１ 眼科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障害等による視力喪失者の診療に限る。
※２ 耳鼻科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障害等による聴力喪失者の診療に限る。
※３ エイズ治療拠点病院での従事経験があることが望ましい。

注１ 気管食道科、循環器科、呼吸器科、消化器科及び胃腸科については、平成20年 3月31日以
前から標榜しており、看板の書き換え等、広告の変更を行っていない場合に限る。

注２ 現在、神経科、理学診療科、放射線科及び麻酔科については、その診療科名での指定はし
ていない。



審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数

眼 科 1 1

耳 鼻 咽 喉 科

口 腔

整 形 外 科 2 2

形 成 外 科

中 枢 神 経

脳 神 経 外 科 1 1

心 臓 脈 管 外 科 1 1

心 臓 移 植

腎 臓 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

腎 移 植 1 1

小 腸 1 1

肝 臓 移 植 1 1 1 1

歯 科 矯 正

免 疫 1 1

合　　計 5 5 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2

審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数 審査件数 指定件数

眼 科 1 1

耳 鼻 咽 喉 科 0 0

口 腔 0 0

整 形 外 科 2 2

形 成 外 科 0 0

中 枢 神 経 0 0

脳 神 経 外 科 1 1

心 臓 脈 管 外 科 1 1

心 臓 移 植 0 0

腎 臓 6 6

腎 移 植 1 1

小 腸 1 1

肝 臓 移 植 2 2

歯 科 矯 正 0 0

免 疫 1 1

合　　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16

２　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
　　自立支援医療（育成医療・更生医療）機関の指定等に係る審査

区分

第7回 第８回 第９回

 答申　　－  答申　　－

 諮問　　－  諮問　　－  諮問　　－

 答申　　－

第６回

 諮問 令和４年10月17日

 答申 令和４年10月20日 答申 令和４年８月22日  答申 令和４年９月16日

 諮問 令和４年８月17日

第４回 第５回

 諮問 令和４年９月14日

 答申 令和４年５月27日

区分

第１回 第２回 第３回

 答申 令和４年７月21日

 諮問 令和４年５月19日  諮問 令和４年６月17日

 答申 令和４年６月22日

 諮問 令和４年７月15日

 諮問　　－  諮問　　－

 答申　　－  答申　　－

合　　計

 諮問　　－
審
査
件
数

指
定
件
数

 答申　　－

第12回第10回 第11回
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指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）指定基準

１ 指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）療養担当規程（平成１８年厚生労働省告示第

６５号）に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であり、かつ、病院

及び診療所にあっては、原則として現に自立支援医療の対象となる身体障害の治療を行ってい

ること。

２ 保険医療機関として指定を受けていること。

３ 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施

等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。

また、病院及び診療所にあっては、自立支援医療を行うため、担当しようとする医療の種類

について、その診断及び治療を行うに当たって、十分な医療スタッフ等の体制及び医療機器等

の設備を有しており、適切な標榜科が示されていること。なお、特に必要とされる体制及び設

備は次のとおりであること。

（１）眼科に関する医療を担当する医療機関にあっては、ゴールドマン視野計又は自動視野計あ

るいはこれに準じる設備を有していること。

（２）心臓脈管外科に関する医療を担当する医療機関にあっては、心血管連続撮影装置及び心臓

カテーテルの設備を有していること。

（３）心臓移植に関する医療を担当する医療機関にあっては、移植関係学会合同委員会において

心臓移植実施施設として選定された施設であること。

なお、心臓移植後の抗免疫療法を担当する医療機関にあっては、心臓移植術実施施設又は

心臓移植術後の抗免疫療法の実績を有する施設との連携により心臓移植術後の抗免疫療法を

実施できる体制及び設備を有している施設であること。

（４）腎臓に関する医療を担当する医療機関にあっては、血液浄化療法に関する機器及び専用の

スペースを有していること。

（５）腎移植に関する医療を担当する医療機関にあっては、腎移植に必要な関連機器と血液浄化

装置（機器）を備えていること。

（６）肝臓移植に関する医療を担当する医療機関にあっては、移植関係学会合同委員会において

肝臓移植実施施設として選定された施設であること又は「特掲診療料の施設基準等」（平成

２０年厚生労働省告示第６３号）で定める生体部分肝移植術に関する施設基準を満たしてい

る施設であること。

なお、肝臓移植術後の抗免疫療法を担当する医療機関にあっては、肝臓移植術実施施設又

は肝臓移植後の抗免疫療法の実績を有する施設との連携により肝臓移植後の抗免疫療法を実

施できる体制及び設備を有している施設であること。

（７）免疫に関する医療を担当する医療機関にあっては、各診療科医師の連携により総合的なＨ

ＩＶ感染に関する診療の実施ができる体制及び設備であること。

（８）薬局にあっては、複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、

十分な調剤実務経験のある管理薬剤師を有していること。また、通路、待合室など、身体障

害に配慮した設備構造等が確保されていること。

なお、新規開局する保険薬局にあっては、当該薬局における管理者（管理薬剤師）が過去

に他の指定自立支援医療機関において、管理者（管理薬剤師）としての経験を有している実

績があり、かつ、当該薬局に十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること。

また、通路、待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確保されていること。

（９）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者又

は介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業

者（同法第８条第４項に規定する訪問看護を行う者に限る。）若しくは同法第５３条第１項
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に規定する指定介護予防サービス事業者（同法第８条の２第４項に規定する介護予防訪問看

護を行う者に限る。）にあっては、原則として現に育成医療又は更生医療の対象となる訪問

看護を行っており、かつ、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）療養担当規程に基

づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために、必要な職員を配置

していること。

４ 病院及び診療所にあっては、指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師が、

次に掲げる要件を満たしていること。

（１）当該指定自立支援医療機関における常勤の医師又は歯科医師であること。

ただし、歯科矯正に関する医療を主として担当する歯科医師にあっては、当該指定自立支

援医療機関において、障害の治療に対する診療時間が十分に確保され、当該医師が不在の場

合においても、当該指定自立支援医療機関の常勤歯科医師による応急的な治療体制が整備さ

れている場合については、専任の歯科医師でも差し支えない。

（２）それぞれの医療の種類の専門科目につき、適切な医療機関における研究、診療従事年数が、

医籍又は歯科医籍登録後、通算して５年以上あること。適切な医療機関とは、大学専門教室

（大学院を含む。）、医師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第１項の規定に基

づく臨床研修指定病院又はそれぞれの医療の分野における関係学会の規約、規制等に基づく

教育病院、教育関連病院等を指すものであること。

（３）中枢神経、心臓移植、腎臓、腎移植、小腸、肝臓移植及び歯科矯正に関する医療を主とし

て担当する医師又は歯科医師にあっては、（１）及び（２）に掲げる要件のほか、次の事項

についても審査すること。

ア 中枢神経に関する医療

これまでの研究・診療経験と、育成医療又は更生医療で対象としている医療内容に関連

性が認められるものであること。

イ 心臓移植に関する医療

心臓移植関連学会協議会・施設認定審議会の施設認定基準における心臓移植経験者であ

ること。

なお、心臓移植術後の抗免疫療法については、臨床実績を有する者又は心臓移植術経験

者など十分な臨床実績を有する者との連携を確保できる者であること。

ウ 腎臓に関する医療

血液浄化療法に関する臨床実績が１年以上あること。

エ 腎移植に関する医療

腎移植に関する臨床実績が３例以上あること。

オ 小腸に関する医療

中心静脈栄養法について２０例以上、経腸栄養法について１０例以上の臨床経験を有し

ていること。

カ 肝臓移植に関する医療

生体部分肝移植術又は同種死体肝移植術に関する臨床実績が３例以上あること。

なお、肝臓移植術後の抗免疫療法については、臨床実績を有する者又は肝臓移植術経験

者など十分な臨床実績を有する者との連携を確保できる者であること。

キ 歯科矯正に関する医療

これまでの研究内容と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連性が認められ、かつ、５例

以上の経験を有していること。



３　身体障害者手帳交付に係る障害程度の審査
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平 衡 機 能 障 害

音 声 ・ 言 語 機 能 障 害

そ し ゃ く 機 能 障 害

肢 体 不 自 由 4 4 10 8 1 10 9 1 14 12 1 1 14 14 9 6 3

心 臓 機 能 障 害 1 1 1 1 1 1 1

じ ん 臓 機 能 障 害 2 2 1 1 1 1

呼 吸 器 機 能 障 害 3 3 1 1 1 1 4 3 1 3 1 2 3 2 1

ぼ う こ う 又 は
直 腸 機 能 障 害 1 1 2 2 1 1 1 1

小 腸 機 能 障 害 1 1

免 疫 機 能 障 害 1 1

肝 臓 機 能 障 害 1 1 1 1 1 1

合　　計 11 7 2 2 0 16 13 2 1 0 14 12 0 2 0 22 17 2 3 0 20 18 2 0 0 15 11 1 3 0
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視 覚 障 害 1 0 1 0 0

聴 覚 障 害 2 2 6 4 1 1 0

平 衡 機 能 障 害 0 0 0 0 0

音 声 ・ 言 語 機 能 障 害 1 1 2 2 3 3 0 0 0

そ し ゃ く 機 能 障 害 1 1 1 1 0 0 0

肢 体 不 自 由 16 14 2 7 6 1 20 19 1 21 18 1 2 13 12 1 11 10 1 149 132 3 13 0

心 臓 機 能 障 害 3 3 1 1 2 2 1 1 10 10 1 0 0

じ ん 臓 機 能 障 害 1 1 5 1 0 4 0

呼 吸 器 機 能 障 害 3 3 4 3 1 1 1 23 17 4 2 0

ぼ う こ う 又 は
直 腸 機 能 障 害 2 2 2 2 1 1 10 10 0 0 0

小 腸 機 能 障 害 1 1 2 2 0 0 0

免 疫 機 能 障 害 1 1 0 0 0

肝 臓 機 能 障 害 1 1 1 1 5 4 1 0 0

合　　計 26 24 0 2 0 11 9 0 2 0 24 23 0 1 0 27 24 1 2 0 17 15 0 2 0 13 12 1 0 0 216 185 11 20 0
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諮問　令和４年８月18日 諮問　令和４年９月15日

答申　令和４年４月22日 答申　令和４年５月24日 答申　令和４年６月21日 答申　令和４年７月20日 答申　令和４年８月25日 答申　令和４年９月27日
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答申　令和４年10月19日

審 査 結 果

諮問　令和４年10月18日 諮問　令和４年12月12日

答申　令和４年11月15日 答申　令和４年12月20日
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身体障害者手帳交付の流れ

①受 診

身体に障がいのある方 身体障害者福祉法

(１５歳未満の場合は保護者) ②診断書交付 第１５条指定医師

⑥手帳交付 ③申請

市 町 村

⑤交付決定・手帳送付 ④進達

諮 問

道立心身障害者総合相談所
北海道社会福祉審議会

答 申
(身体障害者福祉専門分科会審査部会)

通常の流れ

非該当・等級に疑義がある場合

＜参考＞

身体障害者福祉法施行令

第５条 都道府県知事は、法第１５条第１項の申請があつた場合において、その障害が法別表に

掲げるものに該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない。
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〔身体障害者の範囲〕

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第４条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある１８歳以

上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

別表

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの

１ 両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、

矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。）がそれぞれ０．１以下のもの

２ 一眼の視力が０．０２以下、他眼の視力が０．６以下のもの

３ 両眼の視野がそれぞれ１０度以内のもの

４ 両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

１ 両耳の聴力レベルがそれぞれ７０デシベル以上のもの

２ 一耳の聴力レベルが９０デシベル以上、他耳の聴力レベルが５０デシベル以上のもの

３ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が５０パーセント以下のもの

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

１ 音声機能、言語機能又はそしやく機能のそう失

２ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの

四 次に掲げる肢体不自由

１ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの

２ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上

をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

３ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

４ 両下肢のすべての指を欠くもの

５ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の

著しい障害で、永続するもの

６ １から５までに掲げるもののほか、その程度が１から５までに掲げる障害の程度以上で

あると認められる障害

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活

が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）

第３６条 法別表第５号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。

一 ぼうこう又は直腸の機能

二 小腸の機能

三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

四 肝臓の機能



北海道（札幌市、函館市、旭川市含む）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計

5,320 4,672 1,157 1,259 2,076 1,285 15,769

700 4,697 2,962 7,056 130 8,624 24,169

106 196 1,677 1,015 2,994

28,537 30,648 26,309 43,605 18,209 7,670 154,978

58,275 947 11,667 17,418 88,307

92,938 41,160 43,772 70,353 20,415 17,579 286,217

肢 体 不 自 由

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若し
くは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

合 計

身体障害者手帳交付状況
令和４年(２０２２年)３月31日現在

区　　　　　　　分

視 覚 障 害

聴 覚 又 は 平 衡 機 能 の 障 害

音声機能､言語機能又はそしゃく機能の障害
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４　障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定等処分に対する不服申立てに係る審査

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

障 害 児 福 祉 手 当

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

肢 体 不 自 由

内 部 障 害

そ の 他 の 疾 患

精 神 の 障 害

小　　計 0 0 0 0

特 別 障 害 者 手 当

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

肢 体 不 自 由

内 部 障 害 1 1 0 0

そ の 他 の 疾 患

精 神 の 障 害

小　　計 1 1 0 0

合　　計 1 1 0 0

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

棄
却

原
処
分
取
消

審
査
継
続

障 害 児 福 祉 手 当

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

肢 体 不 自 由

内 部 障 害

そ の 他 の 疾 患

精 神 の 障 害

小　　計 0 0 0 0

特 別 障 害 者 手 当

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

肢 体 不 自 由

内 部 障 害 1 1 0 0
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 答申　　　－

第  １０  回

 答申　　　－

 諮問　　　－

審 査 結 果

 答申　　　－

審 査 結 果 審 査 結 果 審 査 結 果 審 査 結 果 審 査 結 果
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 答申 令和4年12月28日  答申　　　－

第  ８  回 第  ９  回第  ７  回

審 査 結 果 審 査 結 果 審 査 結 果

 答申　　　－  答申　　　－  答申　　　－  答申　　　－

審 査 結 果 審 査 結 果審 査 結 果

 諮問　　　－  諮問　　　－

第  ６  回

 諮問 令和4年12月 2日  諮問　　　－  諮問　　　－  諮問　　　－

第  １  回 第  ２  回 第  ３  回 第  ４  回 第  ５  回
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 諮問　　　－

 答申　　　－  答申　　　－
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障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定等処分に対する不服申立ての流れ

①請求等

市：実施機関

②認定等処分

請求者又は受給者

①請求等 町村 ②提出 （総合）振興局

：実施機関

③認定等処分

④ ⑦

不 裁

服 決

申

立

て

本 庁 ⑤諮問 北海道社会福祉審議会

（ 障 が い 者 保 健 福 祉 課 ） （身体障害者福祉専門分科会審査部会）

⑥答申

〈参考〉

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律

（異議申立て）

第２７条 都道府県知事のした特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に

関する処分に不服がある者は、都道府県知事に異議申立てをすることができる。

（審査庁）

第２８条 第３８条第２項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が障害児福祉手当

又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委

任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してする

ものとする。

○特別障害者手当制度の創設等について（昭和60年12月28日付け社更第160号厚生省社会・児童

家庭局長通知）

第二 受給資格の認定

３ 障害程度の認定

(6) 都道府県知事は、障害程度の認定について実施機関から協議があった場合は、当該障害の

程度に関し、身体障害者更生相談所、児童相談所、精神薄弱者更生相談所等の協力を得て適

切な判断を行うこと。

なお、障害程度の認定等に関する不服申立てについては、地方社会福祉審議会の身体障害

者福祉専門分科会に特別障害者手当等部会を設ける等の方法により慎重に審査すること。
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障害児福祉手当の認定基準（ 政 令 別 表 第 一 )

一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの

二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両上肢のすべての指を欠くもの

五 両下肢の用を全く廃したもの

六 両大腿を二分の一以上失つたもの
たい

七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの

八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要と

する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ず

る こ と を 不 能 な ら し め る 程 度 の も の

九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十 身体の機能の障害若し くは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その

状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

（備考 ） 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについて

は、矯正視力によつて測定する。

特別障害者手当の認定基準（ 政 令 別 表 第 二 )

一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの

二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若し

くは両上肢のすべての指の機能に著しく障害を有するもの

四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度

の障害を有するもの

六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要と

する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ず

ることを不能ならしめる程度のもの

七 精神の障害であつて、前各号と同 程 度 以 上 と 認 め ら れ る 程 度 の も の


